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令和７年第２回長万部町議会定例会（第１日目）

◎招集年月日 令和 ７年 ６月１７日（火）

◎招集の場所 長万部町役場 議場

◎開 議 日 時 令和 ７年 ６月１７日（火） 午前１０時００分

◎応 招 議 員（９名）

１番 ６番 高 森 功 治

２番 橋 本 收 司 ７番 長 﨑 厚

３番 辻 紀 樹 ８番 高 橋 克 英

４番 大 谷 敏 弥 ９番 村 川 毅

５番 北 川 佳 嗣 10番 柏 倉 恵里子

◎不応招議員 なし

◎出 席 議 員 応招議員に同じ

◎欠 席 議 員 不応招議員に同じ

◎地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名

町 長 木 幡 正 志 水 道 ガ ス 課 長 田 中 俊 和

副 町 長 佐 藤 英 代 水 道 ガ ス 課 参 事 廣 田 栄

総 務 課 長 佐 藤 久 出 納 室 長 工 藤 貴 司

危 機 対 策 室 長 吉 田 泰 博 消 防 長 沼 田 明 宏

まちづくり推進課長 小山内 敏 洋 病 院 事 務 長 橋 本 啓 一

新 幹 線 推 進 課 長 岸 上 尚 生 病 院 参 事 加 藤 典 明

税 務 課 長 小 川 洋 教 育 長 近 藤 英 隆

町 民 課 長 増 田 理 恵 学 校 教 育 課 長 神 野 隆 之

保 健 福 祉 課 長 田 野 憲 哉 社 会 教 育 課 長 米 代 剛

産 業 振 興 課 長 田 中 浩 選 挙 管 理 委 員 会 事 務 局 書 記 長 佐 藤 久

建 設 課 長 上 野 訓 監 査 事 務 局 長 佐々木 学

農業委員会事務局長 田 中 浩

◎本会議に職務のため出席した者の職氏名

議 会 事 務 局 長 佐々木 学

議 会 事 務 局 主 査 本 前 武 広

議 事 係 川 村 界 斗
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◎議事日程

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 町長行政報告

日程第４ 議案第１号 長万部町土地区画整理事業特別会計条例

日程第５ 議案第２号 長万部都市計画事業長万部駅東口土地区画整理事業施行条例

日程第６ 議案第３号 長万部町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する

条例

日程第７ 議案第４号 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例

日程第８ 議案第５号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の

一部を改正する条例

日程第９ 議案第６号 町長等の給与に関する条例の一部を改正する条例

日程第10 議案第７号 工事請負契約の締結について

（町営住宅（仮称）新南部団地建設工事（第１工区 建築主体

その３））

日程第11 議案第８号 工事請負契約の締結について

（町営住宅（仮称）新南部団地建設工事（第１工区 建築主体

その４））

日程第12 議案第９号 財産の取得について

（マイクロスクールバス）

日程第13 議案第10号 財産の取得について

(学習者用コンピュータ）

日程第14 議案第11号 令和７年度長万部町一般会計補正予算（第３号）

日程第15 議案第12号 令和７年度長万部町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

日程第16 議案第13号 令和７年度長万部町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）

日程第17 議案第14号 令和７年度長万部町土地区画整理事業特別会計補正予算（第１号）

日程第18 議案第15号 令和７年度長万部町ガス事業会計補正予算（第１号）

日程第19 議案第16号 令和７年度長万部町公共下水道事業会計補正予算（第１号）
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◎開会・開議宣告・議事日程

１０時００分 開会

○議長（柏倉恵里子） ただいまの出席議員は９名であります。

定足数に達しておりますので、これより令和７年第２回長万部町議会定例会を開会いたします。

◎町長挨拶

○議長（柏倉恵里子） 日程に入る前に、今定例会の開会にあたり、町長より挨拶の申し出があり

ますのでこれを許可いたします。

木幡町長。

〔町長（木幡正志）登壇〕

○町長（木幡正志） 皆様おはようございます。本定例会の開会にあたり、一言ご挨拶申し上げま

す。

本日は、令和７年第２回町議会定例会の招集を申し上げましたところ、議員の皆様にご参集賜り

厚くお礼を申し上げます。

はじめに、国庫補助金の未申請について、お詫びをするとともに、その内容等を説明いたします。

令和６年度から、障がい支援事業所において保育所等に巡回相談する体制を整備しており、その

費用の２分の１を国が、４分の１を北海道が補助できることとなっていますが、国庫補助金の申請

事務において未申請となったため、総事業費の２分の１の国庫補助金１７０万６,０００円の交付

を受けることができませんでした。このような事務処理により、町に余計な財政負担を強いる結果

となり、議会をはじめ、町民のみなさまに対し、深くお詫びを申し上げますとともに、本町の行政

を管理監督する立場にある者としての責任を重く受け止め、私と副町長の給料を減額いたしたく、

関係条例を本定例会に提案いたしております。大変申し訳ございませんでした。今後は、組織全体

で情報共有と事務処理の適正化を徹底し、再発防止に向けて、より一層の注意と確認をもって職務

にあたってまいりますので、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

次に、ＪＲ二股駅の存廃について、ＪＲ北海道から令和８年３月を目途に、ＪＲ二股駅の見直し

に向けた具体的な内容協議の申し入れがありました。５月１７日に双葉振興会館で「ＪＲ二股駅の

存廃に関する説明会」を開催し、近年の利用状況の推移や、駅の存続には町が経費を負担して維持

管理する必要性があることなどを説明させていただき、駅設備の老朽化による建て直しなど将来的

な負担も見込まれることから、町が維持管理をして駅を存続させることは極めて困難であることを

共有したところであります。これらを踏まえ、ＪＲ北海道と駅廃止の方向での手続きを進めるとと

もに、地域から要望のありました代替手段などを検討してまいります。

次に、北海道新幹線について、３月末に国及び鉄道・運輸機構から、札幌延伸の開業時期が２０

３８度末以降になるとの説明がありました。この大幅な開業の遅れを受け、５月２６日に国への緊

急要望を実施し、新たな地方負担が生じないよう財源の確保など適切な対策を講じることを強く求

めました。また、地域経済や各方面への影響を最小限に抑えるため、貨物新幹線の早期実現や新幹

線貨物ターミナルの整備を進めることを提案しており、今後、これらを実現すべく、国や関係機関
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に対して具体的な要望活動を積極的に展開してまいります。

最後に、本定例会に提案した議案は、条例の制定や一部改正など１６件となっております。議案

上程の都度、担当説明員から説明させますのでよろしくご審議くださるようお願い申し上げ、報告

とさせていただきます。

〔町長（木幡正志）自席へ〕

○議長（柏倉恵里子） 以上で、町長の挨拶を終わります。

直ちに本日の会議を開きます。本日の議事日程はあらかじめお手元に配付したとおりであります。

◎諸般の報告

○議長（柏倉恵里子） 諸般の報告を事務局長からいたします。

佐々木事務局長。

○議会事務局長 (佐々木学) 諸般の報告をいたします。監査委員から４月分出納検査結果報告書

が提出されましたので、その写しをお手元に配付いたしました。

次に、閉会中に議長において議員の派遣を決定しましたので報告いたします。決定した議員の派

遣は、全国町議会議長会主催の、議長・副議長研修会であります。また、議員派遣結果報告書が提

出されましたのでお手元に配付いたしました。

次に、本定例会に議案等の説明のため、あらかじめ町長、教育長その他執行機関及びそれぞれ委

任または嘱託を受けた説明員の出席を求めております。以上であります。

○議長 (柏倉恵里子） 以上で諸般の報告を終わります。

◎会議録署名議員の指名

○議長（柏倉恵里子） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定により、議長において２番橋本議員、７番長﨑議

員を指名いたします。

◎会期の決定

○議長（柏倉恵里子） 日程第２、会期の決定の件を議題といたします。

お諮りいたします。本定例会の会期は本日から６月２０日までの４日間にしたいと思います。こ

れにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

ご異議なしと認めます。よって会期は本日から６月２０日までの４日間と決定いたしました。

◎町長行政報告

○議長（柏倉恵里子） 日程第３、町長行政報告につきましては、別紙印刷して配付しております

ので、朗読及び説明を省略いたします。

以上で、町長行政報告を終わります。
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◎議案第１号 長万部町土地区画整理事業特別会計条例及び

◎議案第２号 長万部都市計画事業長万部駅東口土地区画整理事業施行条例

○議長（柏倉恵里子） 日程第４、の２件は、会議規則第３７条の規定により一括して議題といた

します。説明員に提案理由の説明を求めます。

岸上新幹線推進課長。

○新幹線推進課長（岸上尚生） ただいま上程されました、議案第１号長万部町土地区画整理事業

特別会計条例につきまして、提案理由と内容をご説明いたします。

北海道新幹線長万部駅東口地区の土地区画整理事業の円滑な運営と、その経理の適正を図ること

を目的とした特別会計を設置するため、地方自治法の規定に基づき本条例を制定するものでござい

ます。条文を読み上げご説明いたします。

第１条は設置で、地方自治法第２０９条第２項の規定により、土地区画整理事業の円滑な運営と

その経理の適性を図るため、特別会計を設置するものであります。

第２条は、歳入及び歳出で、この会計においては国庫支出金、道支出金、一般会計繰入金、借入

金及び付属諸収入をもってその歳入とし、土地区画整理事業費、借入金の償還金及び利子、一時借

入金の利子その他諸支出金をもって歳出とするものであります。

附則は施行期日で、この条例は、令和７年７月１日から施行するものであります。

以上がただいま上程されました、議案第１号長万部町土地区画整理事業特別会計条例の内容であ

ります。

引き続きまして、議案第２号長万部都市計画事業長万部駅東口土地区画整理事業施行条例につき

まして、提案理由と内容をご説明いたします。

北海道新幹線長万部駅東口地区の土地区画整理事業について、令和７年３月１９日に都市計画決

定を行ったことから、長万部都市計画事業長万部駅東口土地区画整理事業を施行するにあたり、土

地区画整理法第５３条第１項の規定に基づき、必要な事項を定めるため、本定例会において本条例

を提案するものであります。条文を読み上げましてご説明いたします。

それでは、第１章は「総則」であります。第１条は趣旨で、この条例は、土地区画整理法昭和２

９年法律第１１９号（以下「法」という。）第３条第４項の規定により長万部町が施行する長万部

駅東口周辺地区の土地区画整理事業に関し、法第５３条第２項各号に掲げる事項、その他必要な事

項を定めるものとするものであります。

第２条は事業の名称で、事業の名称は、長万部都市計画事業長万部駅東口土地区画整理事業（以

下、「事業」という。）とするものであります。

第３条は、施行地区に含まれる地域で、事業の施行地区に含まれる地域は、長万部町字長万部の

一部とするものであります。

第４条は事業の範囲で、事業の範囲は、法第２条第１項及び第２項に規定する事業とするもので、

これは、法第２条第１項が土地区画整理事業を次のとおり定義するもので、公共施設の整備改善、

宅地の利用増進を図るため、土地の区画、形質の変更、公共施設の新設または変更する事業と定め、

及び法同条第２項は、これに附帯する事業と定めるものであることから、事業の範囲について、「土

地区画整理事業」及び「附帯事業」の範囲と定めるものであります。
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第５条は、事務所の所在地で、事業の所在地は、山越郡長万部町字長万部４５３番地１、長万部

町役場内に置くものであります。

第２章は、「費用の負担」であります。第６条は費用の負担で、事業の施行に要する費用は、次

の各号に掲げるものを除き、長万部町が負担する。

第１号は、法第１２０条の規定により公共施設管理者負担金、その他の負担金。第２号は、法第

１２１条の規定による国庫補助金。第３号は、都市再生特別措置法（平成１４年法律第２２号第４

７条）の規定による国庫補助金とするもので、これは国や道からの補助金、負担金以外は長万部町

が負担することを規定するものであります。

続きまして、第３章は「土地区画整理審議会」であります。第７条は審議会の設置で、法第５６

条第１項の規定に基づき、長万部都市計画事業長万部駅東口土地区画整理審議会（以下、「審議会」

という。）を置くもので、法で町が事業を施行する場合は設置することとされているものでござい

ます。

第８条は委員の定数で、審議会の委員（以下、「委員」という。）の定数は、１０人とするもので

あります。

第２項は、前項に規定する委員の定数のうち、法第５８条第１項の規定により施行地区内の宅地

の所有者（以下、「宅地所有者」という。）及び施行地区内の宅地について借地権を有する者（以下

「借地権者」という。）から各別に選挙される委員の数の合計は、８人とするものでございます。

第３項は、第１項に規定する委員の定数のうち、法第５８条第３項の規定により、町長が事業に

ついて学識経験を有する者のうちから選任する委員（以下、「学識経験委員」という。）の数は、２

人とするものであり、委員の定数については、土地区画整理法施行令第１８条の基準に従うもので

ございます。

第９条は委員の任期で、委員の任期は５年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任

期間とするものであり、これは、法第５８条第６項で定める委員の任期の期間内とするものであり

ます。

第１０条は立候補制で、法第５８条第１項の規定により、選挙すべき委員は候補者のうちから選

挙するものでございます。

第１１条は予備委員で、予備委員でありますが、委員に欠員が生じるごとに補欠選挙を行うこと

は、時間や費用等での負担が大きく、審議会の運営に支障をきたすため、あらかじめ予備委員を定

めることを認める規定であります。条文では、審議会に宅地所有者から選挙される委員及び借地権

者から選挙される委員についての予備委員をそれぞれ置く。

第２項は、予備委員の数は、宅地所有者から選挙すべき委員の数または借地権者から選挙すべき

委員の数のそれぞれ２分の１以内とする。

第３項は、予備委員は、委員の選挙において、当選人を除いて次条に定める数以上の得票を得た

者のうち得票数の多い者から順次定めるものとし、得票数が同じであるときは、町長がくじで順位

を定める。

第４項は、法第５９条第５項の規定により予備委員をもって委員を補充する場合は、前項の規定

により予備委員を定めた順位に従って、順次補充する。

第５項は、町長は、予備委員をもって委員を補充した場合は、補充により委員になった者の氏名

及び住所、法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地を土地区画整理法施行令（昭和３
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０年政令第４７号、以下「令」という。）第３５条第５項の規定による公告と併せて、委員となっ

た者にその旨を通知しなければならない。

第６項は、補充により委員となった者は、前項の規定による公告のあった日から委員としての資

格を取得する。とするものであります。

次に第１２条は、当選人または予備委員となるために必要な得票数で、当選人または予備委員と

なるために必要な得票数は、当該選挙において宅地所有者及び借地権者からそれぞれ選挙すべき委

員の数で、その選挙におけるそれぞれの有効投票の総数を除して得た数の４分の１の数、その数が

１に満たないときは１とするものであります。

第１３条は、委員の補欠選挙で、宅地所有者から選挙された委員または借地権者から選挙された

委員の欠員の数がそれぞれの委員の定数の３分の１を越えた場合において、補充すべき予備委員が

いないときは、それぞれの委員の補欠選挙を行うものとするものであります。

第１４条は、学識経験委員の補充で、学識経験委員に欠員が生じたときは、町長は速やかに補欠

の委員を選任するものであります。

第１５条は、学識経験委員の解任で、学識経験委員が法第６３条第４項第２号の規定に該当する

こととなったときは、町長は当該委員を解任するものとするものであり、これは、学識経験委員が

拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終えるまで、またはその執行を受けることがなくなるまで

の者について解任を規定するものであります。

第１６条は、審議会の運営で、町長は、法第５６条第３項に定めるもののほか、必要と認める事

項について、審議会に意見を求めることができるとするもので、これにつきましては、法で定める

審議会の権限、換地計画、仮換地の指定、減価補償金の交付に関する事項意外の意見を求めること

ができることを規定するものでございます。第２項は、法及びこの条例に定めるもののほか、審議

会の運営に関し必要な事項は、規則で定めるとするものでございます。

第４章は、「従前の宅地の地積の決定」であります。第１７条は、基準地積で、換地計画におい

て換地を定めるときの基準となる従前の宅地・各筆の地積（以下「基準地積」という。）は、次条

に定める場合を除き、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）、現在におけるその登記され

ている地積（以下「登記地積」という。）とするものであります。

第１８条は、実測・確認・申請で、宅地所有者は、その登記・地積が事実と相違すると認めると

きは、施工日から６０日以内に、町長に実測・地積の確認を申請することができる。

第２項は、前項の規定により実測・地積の確認を申請をしようとする者は、申請書に次に掲げる

書類を添付し、町長に提出する。この場合において、その者の所有する宅地が２筆以上にわたり連

続しているときは、その全部について一括して申請しなければならない。第１号、隣接する宅地の

地番及び所有者の氏名を記入した見取図。第２号、隣接する宅地と境界標識の種別、境界点の位置

及び境界点間の距離を記入し、隣接する宅地の所有者の署名及び押印を得た境界表示図。第３号、

宅地の実測図、原則として縮尺２５０分の１で、周囲の辺長及び求積に必要な事項を記載したもの。

第３項は、町長は、第１項の規定による申請があった場合は、申請人の立会いを求めて当該申請

に係る宅地の地積を確認する。この場合において、必要があるときはその宅地に隣接する宅地の所

有者の立会いを求めることができる。

第４項は、町長は前項の規定により確認した地積を当該宅地の基準地積とするものであります。

第１９条は、施行者・実測で、町長は、登記地積が事実に著しく相違すると認めるとき等におい
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て、その宅地所有者及びその宅地に隣接する宅地の所有者の立会いを求めて、その宅地の地積を実

測して基準地積とすることができる。

第２項で、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該地積を町長が実測した地積とみなして基

準地積とすることができる。

第１号、施行日において、表示登記がされていない国または地方公共団体の所有する宅地につい

ては、財産台帳に記載された地積または公図から求積した地積。

第２号、施行日後に登記地積が更正された宅地については、その更正された登記地積。

第３号、施行日後に裁判上の判決、調停、和解等により地積が確定した宅地については、その確

定した地積。

第４号、国土調査法、昭和２６年法律第１８０号、第２条第１項第３号に定める地籍調査（同法

第１９条第５項の指定を受けたものを含む。）が実施された地域においては、その成果に基づいて

登記された地積。

第５号、登記所において地積測量図により実測地積が確認される場合は、その実測地積とするも

のであります。

第２０条は、施行日後の分割で、施行日後に分割した宅地の分割後の宅地・各筆の基準地積は、

分割前の宅地基準地積を分割後の宅地・各筆の登記地積にあん分して得た地積とする。ただし、分

割後の宅地・各筆のうち、１筆を除いて実測に基づいて地積が登記された場合は、その実測地積を

基準地積とし、分割前の宅地の基準地積から当該実測地積の和を減じて得た地積を実測していない

宅地の基準地積とするものであります。

第２１条は、基準・権利地積で、換地計画において、換地について所有権以外の権利（処分の制

限を含む。以下この条において同じ。）の目的となるべき宅地またはその部分及び清算金額を定め

るときの基準となる従前の宅地について存する所有権以外の権利の目的である宅地またはその部分

の地積（以下「基準権利地積」という。）は、その基準地積または法第８５条第１項の規定による

申告に係る地積（以下「申告地積」という。）とする。ただし、申告地積の合計がその宅地の基準

地積に符合しないときは、基準地積に符合するようにあん分その他適当と認める方法により定めた

地積を基準権利地積とするものであります。

第５章は、「土地の権利の評価」であります。第２２条は評価員の定数で、法第６５条第１項の

規定により町長が選任する評価員の数は３人とするものであります。

第２３条は土地の評価で、従前の宅地及び換地の評定価額は、町長がその位置、地積、土質，水

利、利用状況、環境等を総合的に考慮し、評価員の意見を聴いて定めるものであります。

第２４条は権利の評価で、所有権以外の権利の存する従前の宅地及び換地についての所有権また

は 所有権以外の権利の価額は、当該従前の宅地及び換地の評定・価額にそれぞれ権利・価額・割

合を乗じて得た額とする。第２項は、前項の権利・価額・割合は、町長が、前条の従前の宅地及び

換地の評定価額、賃貸料、利用状況、取引慣行等を総合的に考慮し、評価員の意見を聴いて定める

とするものであります。

続いて第６章は、「精算」であります。第２５条は清算金の算定で、換地を定めた場合において

徴収し、または交付すべき清算金額は、従前の宅地の評定価額の総額に対する換地の評定価額の総

額の比を従前の宅地の価額、従前の宅地について、所有権以外の権利が存する場合は、所有権また

は所有権以外の権利の価額に乗じて得た額（以下、「従前の権利価額」という。）と当該換地の価額、
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換地について所有権以外の権利が存する場合には、所有権または所有権以外の権利の価額、との差

額とする。第２項は、換地を定めないで金銭で清算をする場合は、所有権以外の権利を消滅させて

金銭で清算する場合における交付すべき清算金額は、従前の権利価額とするものであります。

第２６条は、清算金の納期限及び納付場所の通知で、町長は、徴収すべき清算金の納期限及び納

付場所を、納期限の１０日前までに、納付すべき者に通知するものであります。

第２７条は、清算金の相殺で、清算金を徴収されるべき者に対して交付すべき清算金があるとき

は、その者から徴収すべき清算金と、その者に交付すべき清算金とを相殺するものとするものであ

ります。

第２８条は、清算金の分割徴収または分割交付で、町長は、清算金（前条の規定により相殺した

場合においては、その相殺した後の残額。以下、この条において同じ。）で、その額が１万円以上

のものは分割徴収し、または分割交付することができる。

第２項は、町長は、前項の規定により清算金を分割徴収し、または分割交付する場合において、

分割納付を申し出た者または分割交付を受けるべき者に対して、毎回納付額または交付額及び納付

または交付の期限並びに納付または交付を完了すべき期限を定めて通知するものとする。

第３項は、第１項の分割徴収は分割交付を完了する期限及び分割の回数は、当該徴収し、または

交付すべき清算金の額に応じ、それぞれ別表第１または別表第２に定めるところによる。なお、分

割徴収し、または分割交付する期間は、第１回の徴収または交付すべき期限の翌日から起算するも

のとする。

第４項は、第１項の規定により清算金を分割徴収し、または分割交付する場合において、第２回

以降の毎回の納付期限または交付期限は、前回の納付期限または交付期限の翌日から起算して６月

を経過した日とする。

第５項は、第１項の規定により清算金を分割徴収し、または分割交付する場合において、当該清

算金には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める利率により利子を付するものとする。

第１号、分割徴収の場合、換地処分があった旨の公告があった日の翌日における財政融資資金（財

政融資資金法、昭和２６法律第１００号、第２条の財政融資資金をいう。）の貸付（当該貸付に係

る貸付金の償還期間が５年以内のものであって、据え置き期間が設けられておらず、かつ、その償

還が元金均等半年賦償還の方法によるものに限る。）に係る利率と同一の利率（当該利率が同日に

おける法定利率を越えるときは、当該法定利率。）第２号、分割交付の場合、換地処分の公告の日

の翌日における法定利率とするものであります。

第２９条の分割計算は、清算金を分割徴収し、または分割交付する場合における第２回以降毎回

徴収し、または交付すべき元金額は、清算金の総額を分割の回数で除して得た額とし、第１回に徴

収または交付すべき元金額は、清算金の総額から第２回以降に徴収し、または交付すべき元金額の

合計額を控除した額とするものであります。

第３０条は、清算金の繰上納付で、清算金を分割して納付すべき者は、未納の清算金の全部また

は一部を繰り上げて納付することができるとするものであります。

第３１条は、清算金の繰上徴収で、町長は、清算金を分割して納付すべき者が納付すべき金額を

納期限までに納付しないとき、その他特別の事情があるときは、未納の清算金の全部または一部に

つき、納期限を繰り上げて徴収することができるとするものであります。

第３２条は、清算金の繰上交付で、町長は、特別の事情があると認めるときは、清算金を分割交
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付している場合において、交付期限が到来する前に未交付の清算金の全部または一部を交付するこ

とができる。とするものであります。

第３３条は、分割納付を希望する旨の申し出で、清算金を納付すべき者は、その分割納付を希望

する場合は、法第１０３条第１項の規定による通知、これは「換地処分の通知」のことであります。

この通知があった日から２週間以内に、町長にその旨を申し出なければならない。ただし、当該期

間内に申し出ることができないことについて、やむを得ない理由があると町長が認めるときは、２

週間を経過した後においても申し出ることができるとする。続きまして第２項は、町長は、清算金

の分割納付について必要な条件を付すことができるとするものであります。

第３４条は、氏名または住所を変更した場合の届け出で、清算金を分割納付する者または清算金

の分割交付を受ける者は、氏名または住所、法人にあっては、その名称または主たる事務所の所在

地、に変更があった場合においては、直ちにその旨を町長に届け出なければならないとするもので

あります。

第３５条は督促で、町長は、第２６条または第２８条の規定により徴収すべき清算金を滞納する

者がある場合においては、法第１１０条第３項の規定により遅滞なくその者に対して、督促状によ

って納付すべき期限を指定して督促しなければならないとするものであります。

第３６条は延滞金で、町長は、徴収すべき清算金を滞納した者に督促状を発した場合においては、

法第１１０条第４項の規定により延滞金を徴収するものとする。

第２項は、前項の規定による延滞金は、当該督促に係る清算金の額（以下「督促額」という。）

が１,０００円以上である場合に徴収するものとし、その額は、督促状において指定した納付すべ

き期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、督促額に年１０.７５パーセントの割合を乗じて計

算した額とする。この場合において、督促額の一部について納付があったときは、納付の日以降の

期間に係る延滞金の計算の基礎となる額は、督促額から納付のあった額を控除した額とする。

第３項は、前項の延滞金の額が１００円未満である場合においては、これを徴収しない。

第４項は、町長は、延滞金を納付すべき者が災害その他の理由により延滞金を納付することが困

難であると認めるときは、延滞金を減免することができるとするものであります。

第３７条は、仮精算の準用で、町長が換地処分の公告前において、法第１０２条の規定により仮

精算を行う場合は、第２５条から前条までの規定を準用するとするものであります。

第７章は「雑則」であります。第３８条は、所有権以外の権利の申告または届出の受理の停止で、

法第８８条第２項の規定による換地計画の縦覧の公告があった日から、法第１０３条第４項の規定

による換地処分の公告の日までの間は、法第８５条第４項の規定により、同条第１項の規定による

申告または同条第３項の規定よる届出は受理しない。

第２項は、令第１９条の規定による委員の選挙期日の公告の日から起算して２０日を経過した日

から、令第２２条第１項の規定による公告の日までの間は、法第８５条第４項の規定により、借地

権についての同条第１項の規定による申告または同条第３項の規定による届出は受理しないとする

ものであります。これは議決権、選挙権を行う者を確定するために必要があるため、所有権以外の

権利の申告、届出について、一定期間の間、受理を停止するものでございます。

第３９条は、代理人の指定で、施行区域内の宅地について権利を有する者で、長万部町に居住し

ていない者は、事業施行に関する通知または書類の送達を受けるために、長万部町に居住する者の

うちから代理人を指定することができる。第２項は、前項の規定により代理人を指定したときは、
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代理人を指定した者（以下「本人」という。）は直ちに町長に届け出なければならない。

第３項は、前項の規定による届出があったときは、町長は、本人に対する通知または書類の送達

を当該代理人に対して行うものとする。

第４項は、前項の規定により代理人に対して通知または書類の送達をしたときは、本人に対して

行ったものとみなす。

第５項は、代理人の指定を変更し、または取消したときは、直ちにその旨を町長に届け出なけれ

ばならない。

第６項は、代理人の指定を変更し、または取り消した場合においても、前項の届出がない限り、

その変更または取消しをもって町長に対抗することができないとするものであります。

第４０条は、権利の移動等の届出で、この条例施行後において、宅地または建築物等に関する権

利について異動が生じたときは、当事者双方連署して遅滞なく町長に届け出なければならない。た

だし、連署を得ることができないときは、その理由を記載した書面及びその移動を証する書面を添

付して連署にかえることができるとするものであります。

第４１条は、損害の免責で、第３４条及び前条の規定による届出をしないために生じた損害につ

いては、長万部町はその責めを負わないとするものであります。

第４２条は、換地処分の時期の特例で、町長は、必要があると認めるときは、換地計画に係る区

域の全部について事業の工事が完了する以前においても、法第１０３条第２項の規定により換地処

分をすることができるとするものであります。

第４３条は、登記完了の公告で、不動産登記規則、平成１７年法務省令第１８号、第１８１条第

１項の規定による登記完了証の交付を受けたときは、その旨を公告するとするものであります。

第４４条、委任は、この条例に定めるもののほか、事業の施行に関し必要な事項は規則で定める

ものであります。

附則は、この条例は長万部都市計画事業長万部駅東口土地区画整理事業の事業計画決定の公告の

日から施行するものであります。なお、事業計画の決定は、この事業計画において定める設計の概

要について、北海道知事の認可を受けなければならず、早くても７月以降を見込んでいるところで

ございます。

続きまして、下の別表第１につきましては第２８条関係で、清算金を分割納付する場合の徴収す

べき清算金の総額に応じた、分割徴収をする時期と分割回数の区分を定める表であり、徴収すべき

清算金の総額が１万円以上４万円未満の場合、分割徴収する時期は６月以内、分割回数を２回、同

じく４万円以上７万円未満は１年以内で３回、７万円以上１０万円未満は１年６月以内で４回、１

０万円以上１３万円未満は２年以内で５回、１３万円以上１６万円未満は２年６月以内で６回、１

６万円以上２０万円未満は３年以内で７回、２０万円以上２４万円未満は３年６月以内で８回、２

４万円以上２８万円未満は４年以内で９回、２８万円以上３２万円未満は４年６月以内で１０回、

３２万円以上については５年以内で１１回と定めるものであります。

別表第２は、第２８条関係で、清算金を分割交付する場合の、交付すべき清算金の総額に応じた、

分割交付をする期限と分割回数の区分を定める表であり、交付すべき清算金の総額が、１万円以上

７万円未満は、分割交付する期限は１年以内で分割回数２回、同じく、７万円以上１３万円未満は

２年以内で３回、１３万円以上２０万円未満は３年以内で４回、２０万円以上２８万円未満は４年

以内で５回、２８万円以上は５年以内で６回と定めるものであります。
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以上がただいま上程されました、議案第２号長万部都市計画事業長万部駅東口土地区画整理事業

施行条例の内容であります。よろしくご審議のほどお願いいたします。

○議長（柏倉恵里子） これより一括して質疑を行います。質疑ありませんか。

辻議員。

○議員（３番 辻紀樹） 第８条なんですが、審議会の委員の定数は１０人ということで、そのう

ち８人が土地所有者、それに借地権者、ということになっていますが、これでいくと計画は長万部

から、合田さんから役場通までという計画ですので、その中のエリアで選挙ということなんですか、

合わせて選挙はどのような形でされるのか、そういう対象でよろしいでしょうか。

○議長（柏倉恵里子） 岸上新幹線推進課長。

○新幹線推進課長（岸上尚生） ただいまのご質問については、審議会委員の選挙のやり方につい

てということでよろしいでしょうか。これにつきましては、通常の選挙と同じく選挙公告をいたし

まして立候補を受け付け、選挙を行うという形で行うことになります。なお、選挙の公告につきま

しては、道の認可があったあと、この条例が設定したことの２つの条件が叶ってから事業を施行す

ることができますので、道の認可後に選挙の事務手続きを進めることとなります。説明は以上でご

ざいます。

○議長（柏倉恵里子） 辻議員。

○議員（３番 辻紀樹） 選挙はいいんですけど、そのエリアがどこかという質問なんです。その

中から８名を選ぶのかという質問なんですよ。

○議長（柏倉恵里子） 岸上新幹線推進課長。

○新幹線推進課長（岸上尚生） この土地区画整理事業の施行区域の中にある土地所有者及び借地

権を有するものが立候補の対象となっております。なので、約３ヘクタール、土地区画整理事業を

施行する地区内の土地所有者と借地権者が権利者の範囲ということになります。

○議長（柏倉恵里子） 辻議員。

○議員（３番 辻紀樹） だから、これ東口ですよね。だから東口ということになると、エリアと

すれば、合田さんから役場通までが今回の計画だと思うんですが、そこの対象者ですか？というこ

とを聞いてるんです。

○議長（柏倉恵里子） 岸上新幹線推進課長。

○新幹線推進課長（岸上尚生） 議員のおっしゃるとおり、恐らく議員おっしゃるのは、３月１９

日に都市計画決定した土地区画整理事業の範囲のことおっしゃってると思うんですが、長万部駅か

ら役場通までの３ヘクタール、こちらが施行区域となります。そちらの土地所有者及び借地権者が

対象となるところでございます。

○議長（柏倉恵里子） ほかにございませんか。

高森議員。

○議員（６番 高森功治） 今の関連なんですけど、何人くらい対象になっておりますか。

○議長（柏倉恵里子） 岸上新幹線推進課長。

○新幹線推進課長（岸上尚生） まだ現時点では正確な数というのは把握してないのですが、道の

認可があった時点での権利者数というので、いわゆる有権者が確定するというふうに考えておりま

す。また、この条文の中でもありますが、選挙後の公告の前までに所有権の移転があった場合は、

それも対象になってきますので、恐らく公告の日を定めて、そこで権利者を確定するという作業が
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行われることになると思います。

○議長（柏倉恵里子） ほかに質疑ありませんか。

北川議員。

○議員（５番 北川佳嗣） 今の質問の部分なんですけれど、要するに宅地権者及び借地権者、有

する人たちが町外、長万部町に住民票おいていない方も対象になるということでよろしいですか。

○議長（柏倉恵里子） 岸上新幹線推進課長。

○新幹線推進課長（岸上尚生） 議員のおっしゃりとおり、町外の方も対象となります。

○議長（柏倉恵里子） ほかに質疑ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

これをもって質疑を終わります。

討論ありますか。

〔「なし」の声あり〕

討論を終わります。

これより直ちに議案第１号及び議案第２号を一括して採決いたします。

お諮りいたします。議案第１号及び議案第２号は原案のとおり決定することにご異議ありません

か。

〔「異議なし」の声あり〕

ご異議なしと認めます。よって議案第１号及び議案第２号は原案のとおり可決することに決定い

たしました。

◎議案第３号 長万部町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例

○議長（柏倉恵里子） 日程第６、議案第３号長万部町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一

部を改正する条例の件を議題といたします。説明員に提案理由の説明を求めます。

佐藤総務課長。

○総務課長（佐藤久） ただいま上程されました、議案第３号長万部町職員の勤務時間、休暇等に

関する条例の一部を改正する条例について、提案理由と内容をご説明いたします。

このたびの改正は、昨年８月に人事院が行った「公務員人事管理に関する報告」での「仕事と生

活の両立支援の充実」に係るもので、両立支援制度を利用しやすい勤務環境とするため、関係規定

を改めるものであります。

条例の改正内容は、議案に添付しております新旧対照表により、要約して説明させていただきま

す。表の左欄が改正後で、右欄が改正前で、下線部分が変更する内容であります。

第１６条は介護休暇で、このたびの改正で、対象とする条番号が変わるため、「第１８条の２第

１項」を「第１８条の３第１項」に改めます。

１８条の次に、１８条の２として、「妊娠、出産等についての申出をした職員等に対する意向確

認等」を追加します。

第１項は、「妊娠・出産の申し出があった職員に対して講じる措置」で、第１号では、「仕事と育

児の両立に資する制度などを知らせること」、第２号では、「支援制度等の請求・申告又は意向を確

認すること」、第３号では、「子や家庭の状況を起因として予想される、両立の支障となる事情の改
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善に資する意向の確認」を規定しております。

２頁をご覧ください。第２項は、「３歳に満たない子を養育する職員に対して講じる措置」を、

第１項と同じ内容で規定しており、第３項は、「意向を確認した事項の取扱いに当たっては、当該

意向に配慮しなければならない。」としております。

改正前の第１８条の２は、配偶者等が介護を必要とする状況に至った職員に対する意向確認等で、

第１項中「申告、請求又は申出（次条において「請求等」という。）」を「請求等」に改め、同条を

第１８条の３とし、３頁をご覧ください。第１８条の３を第１８条の４とします。

附則として、第１条、施行期日では、「この条例は、令和７年１０月１日から施行する。ただし、

次条の規定は、公布の日から施行する。」もので、第２条、経過措置では、「この条例の施行日前に

おいても、改正後の条例第１８条の２第２項の規定の例により措置を講ずることができるものとし、

その講じられた措置は、同項の規定により講じられたものとみなす。」としております。

以上がただいま上程されました、議案第３号長万部町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一

部を改正する条例についての内容であります。よろしくご審議のほどお願いいたします。

○議長（柏倉恵里子） これより質疑を行います。質疑ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

これをもって質疑を終わります。

討論ありますか。

〔「なし」の声あり〕

討論を終わります。

これより直ちに本案を採決いたします。

お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決することに決定いたしました。

◎議案第４号 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例

○議長（柏倉恵里子） 日程第７、議案第４号職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条

例の件を議題といたします。説明員に提案理由の説明を求めます。

佐藤総務課長。

○総務課長（佐藤久） ただいま上程されました、議案第４号職員の育児休業等に関する条例の一

部を改正する条例について、提案理由と内容をご説明いたします。

このたびの改正は、昨年８月に人事院が行った「公務員人事管理に関する報告」での「仕事と生

活の両立支援の拡充」に係るもので、多様化する育児時間への対応や、両立支援制度を利用しやす

い勤務環境とするため、関係規定を改めるものであります。

条例の改正内容は、議案に添付しております新旧対照表により、要約してご説明させていただき

ます。表の左欄が改正後で、右欄が改正前で、下線部分が変更する内容であります。

第１条は、目的で、育児休業法の改正に伴う対象条項の整理であります。

第１３条は、部分休業をすることができない職員で、第２号中「日数及び勤務日ごとの勤務時間」

を「日数」に改め、「（以下「定年前再任用短時間勤務職員等」という。）」を削り、「除く」を「除
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く。次条において同じ」に改めます。

第１４条から第１４条の５は、育児時間の多様化による、部分休業制度の拡充に伴う条文の整理、

及び追加であります。

第１４条の見出し中「部分休業」を「第１号部分休業」に改め、第１項の規定を、育児休業法の

規定による「第１号部分休業」の内容に改めるもので、１日につき２時間を超えない範囲内で請求

する、現行の「部分休業」を「第１号部分休業」とするものであります。

第２項中「部分休業」を「第１号部分休業」に改め、２頁をご覧ください。第３項の「部分休業」

につきましても「第１号部分休業」に改め、第１４条の次に、新たに４条を加えるもので、第１４

条の２は、「第２号部分休業の承認」に関する規定であります。

「第２号部分休業」とは、育児休業法の規定による、１年につき条例で定める時間として、第１

４条の４で規定する時間の範囲内で請求する「部分休業」であります。なお、承認は１時間を単位

として行うものでありますが、ただし書きの第１号及び第２号におきまして、１時間未満の場合の

取扱いを規定しております。

３頁をご覧ください。第１４条の３は、「育児休業法第１９条第２項の条例で定める１年の期間」

で、この期間を「毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。」ものであります。

第１４条の４は、「育児休業法第１９条第２項第２号の人事院規則で定める時間を基準として条

例で定める時間」で、第１４条の２の説明で若干触れましたが、「第２号部分休業」に関する規定

で、「第１号の非常勤職員以外の職員は７７時間３０分」、「第２号の非常勤職員は、当該非常勤職

員の勤務日１日あたりの勤務時間数に１０を乗じて得た時間」とするものであります。

第１４条の５は、「育児休業法第１９条第３項の条例で定める特別の事情」で、「配偶者が負傷又

は疾病により入院したこと」、「配偶者と別居したこと」などを、申出内容を変更できる特別の事情

とするものであります。

第１５条は、部分休業をしている職員の給与の取扱いで、第１項中「部分休業」を「育児休業法

第１９条第１項に規定する部分休業」に改めます。

４頁をご覧ください。第１６条は、部分休業の承認の取消事由で、第１項を「育児休業法第１９

条第６項において準用する育児休業法第５条第２項の条例で定める事由は、職員が第３項変更をし

たときとする。」に改めます。

附則として、第１条、施行期日では、「この条例は、令和７年１０月１日から施行する。」もので、

第２条、経過措置では、「育児休業法第１９条第２項第２号に掲げる範囲内において」ということ

で「第２号部分休業」につきまして、この条例の施行の日から令和８年３月３１日までの間に請求

をする場合は、改正後の条例第１４条の４の規定の適用については、第１号中「７７時間３０分」

を「３８時間４５分」に、第２号中「１０」とあるのは「５」とする。ものであります。

以上がただいま上程されました、議案第４号職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条

例についての内容であります。よろしくご審議のほどお願いいたします。

○議長（柏倉恵里子） これより質疑を行います。質疑ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

これをもって質疑を終わります。

討論ありますか。

〔「なし」の声あり〕
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討論を終わります。

これより直ちに本案を採決いたします。

お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決することに決定いたしました。

１１時１５分まで休憩いたします。

１１時００分 休憩

１１時１５分 再開

休憩前に引き続き会議を開きます。

◎議案第５号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を

改正する条例

○議長（柏倉恵里子） 日程第８、議案第５号特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に

関する条例の一部を改正する条例の件を議題といたします。説明員に提案理由の説明を求めます。

佐藤総務課長。

○総務課長（佐藤久） ただいま上程されました、議案第５号特別職の職員で非常勤のものの報酬

及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について、提案理由と内容をご説明いたします。

このたびの改正は、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部改正に伴い、投票管

理者等の報酬額が引き上げられることから、別表を改めるものであります。

条例の改正内容は、議案に添付しております新旧対照表によりご説明いたします。表の左欄が改

正後で、右欄が改正前で、下線部分が変更する内容であります。

別表１の報酬額について、投票所の投票管理者「１万２,８００円」を「１万４,５００円」に、

期日前投票所の投票管理者「１万１,３００円」を「１万２,８００円」に、選挙長・開票管理者「１

万８００円」を「１万２,２００円」に、投票所の投票立会人「１万９００円」を「１万２,４００

円」に、期日前投票所の投票立会人「９,６００円」を「１万９００円」に、開票・選挙立会人「８,

９００円」を「１万１００円」に改めるもので、附則として、この条例は公布の日から施行するも

のであります。

以上がただいま上程されました、議案第５号特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に

関する条例の一部を改正する条例についての内容であります。よろしくご審議のほどお願いいたし

ます。

○議長（柏倉恵里子） これより質疑を行います。質疑ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

これをもって質疑を終わります。

討論ありますか。

〔「なし」の声あり〕

討論を終わります。

これより直ちに本案を採決いたします。

お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕
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ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決することに決定いたしました。

◎議案第６号 町長等の給与に関する条例の一部を改正する条例

○議長（柏倉恵里子） 日程第９、議案第６号町長等の給与に関する条例の一部を改正する条例の

件を議題といたします。説明員に提案理由の説明を求めます。

佐藤総務課長。

○総務課長（佐藤久） ただいま上程されました、議案第６号町長等の給与に関する条例の一部を

改正する条例について、提案理由と内容をご説明いたします。

このたび、補助金の申請事務が未申請となったことで、令和６年度の国庫補助金の交付を受ける

ことができなかったため、関係職員について訓告処分といたしました。このような事務処理により、

町に余計な財政負担を強いる結果となったことに対し、本町の行政を管理監督する立場にある者と

しての責任を重く受け止め、町長、副町長の給料の一部を減額するため、附則を追加するものであ

ります。

条例の改正内容は、議案に添付しております新旧対照表によりご説明いたします。表の左欄が改

正後で、下線部分のように、「附則に次の１項を加える。」もので、「第４２項、町長等の給料月額

は、令和７年７月１日から令和７年７月３１日までの間に限り、第２条第１項の規定にかかわらず、

町長及び副町長の給料月額については、同項の規定による額に、１００分の１０を乗じて得た額を

減じた額とする。」ものであります。

ここでいう第２条第１項の規定とは、別表に掲げる町長と副町長の給料月額で、町長が８１万円、

副町長が６５万円であります。したがいまして、７月分の町長の給料月額は７２万９,０００円、

副町長の給料月額は５８万５,０００円となります。

附則として、この条例は公布の日から施行するものであります。

以上がただいま上程されました、議案第６号町長等の給与に関する条例の一部を改正する条例の

内容であります。よろしくご審議のほどお願いいたします。

○議長（柏倉恵里子） これより質疑を行います。質疑ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

これをもって質疑を終わります。

討論ありますか。

〔「なし」の声あり〕

討論を終わります。

これより直ちに本案を採決いたします。

お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決することに決定いたしました。

◎議案第７号 工事請負契約の締結について

（町営住宅（仮称）新南部団地建設工事（第１工区 建築主体その３))
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○議長（柏倉恵里子） 日程第１０、議案第７号工事請負契約の締結について（町営住宅（仮称）

新南部団地建設工事（第１工区 建築主体その３))の件を議題といたします。説明員に提案理由の

説明を求めます。

上野建設課長。

○建設課長（上野訓） ただいま上程されました、議案第７号工事請負契約の締結について、提案

理由と内容をご説明いたします。

このたびの工事請負契約の締結の提案理由は、地方自治法第９６条第１項第５号の規定により、

５,０００万円以上の工事請負契約を締結する場合は、議会の議決を得なければならないとされて

おり、提案するものであります。議案の内容につきましては、議案の中の表で示しております。

契約の目的は、町営住宅（仮称）新南部団地建設工事（第１工区 建築主体その３）であります。

工事の概要につきましては、木造平屋建て３棟６戸であり、棟の内訳としましてはＥ棟で２ＬＤ

Ｋ２戸、延べ床面積１７４.６１平方メートル、Ｆ棟で２ＬＤＫ１戸、３ＬＤＫ１戸、延べ床面積

１８７.０３平方メートル、Ｇ棟としまして３ＬＤＫ２戸、延べ床面積１９８.９１平方メートルで

あります。工事場所は、長万部町字長万部４１１番地４ほかであります。

本工事につきましては、去る５月３０日指名業者８社で入札を執行したところ、議案のとおり落

札いたしました。契約金額は１億６,３８４万９,３００円、契約の相手方は山越郡長万部町字長万

部１８２番地、株式会社山本組、代表取締役阿部博之であります。

また、この工期は、令和８年３月１０日までとなっております。なお、落札率につきましては、

８３.４９パーセントであります。

以上が、議案第７号工事請負契約の締結についての提案理由と内容の説明であります。よろしく

ご審議のほどお願い申し上げます。以上です。

○議長（柏倉恵里子） これより質疑を行います。質疑ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

これをもって質疑を終わります。

討論ありますか。

〔「なし」の声あり〕

討論を終わります。

これより直ちに本案を採決いたします。

お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

◎議案第８号 工事請負契約の締結について

（町営住宅（仮称）新南部団地建設工事（第１工区 建築主体その４))

○議長（柏倉恵里子） 日程第１１、議案第８号工事請負契約の締結について（町営住宅（仮称）

新南部団地建設工事（第１工区 建築主体その４))の件を議題といたします。説明員に提案理由の

説明を求めます。

上野建設課長。
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○建設課長（上野訓） ただいま上程されました、議案第８号工事請負契約の締結について、提案

理由と内容をご説明いたします。

このたびの工事請負契約の締結の提案理由は、議案第７号と同様の理由により提案するものであ

ります。議案の内容につきましては、議案の中の表で示しております。契約の目的は、町営住宅（仮

称）新南部団地建設工事（第１工区 建築主体その４）であります。

工事の概要につきましては、木造平屋建て３棟９戸であり、工事の内容としましては、Ｋ棟・Ｌ

棟・Ｍ棟各棟とも１ＬＤＫ３戸となっており、延べ床面積１９８.６３平方メートルであります。

工事の場所は、長万部町字長万部４１１番地４ほかであります。

本工事につきましては、去る５月３０日指名業者８社で入札を執行したところ、議案のとおり落

札いたしました。契約金額は１億８,１８６万円、契約の相手方は山越郡長万部町字長万部４２１

番地４、有限会社上川建設、代表取締役上川英兒であります。

この工期は、令和８年３月１０日までとなっております。なお、落札率につきましては、７９.

９９パーセントであります。

以上が、議案第８号工事請負契約の締結についての提案理由と内容の説明であります。よろしく

ご審議のほどお願い申し上げます。以上です。

○議長（柏倉恵里子） これより質疑を行います。質疑ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

これをもって質疑を終わります。

討論ありますか。

〔「なし」の声あり〕

討論を終わります。

これより直ちに本案を採決いたします。

お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

◎議案第９号 財産の取得について（マイクロスクールバス）

○議長（柏倉恵里子） 日程第１２、議案第９号財産の取得について（マイクロスクールバス）の

件を議題といたします。説明員に提案理由の説明を求めます。

神野学校教育課長。

○学校教育課長（神野隆之） ただいま上程されました、議案第９号財産の取得について、提案理

由と内容をご説明いたします。

提案理由は、地方自治法第９６条第１項第８号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得ま

たは処分に関する条例第３条の規定により、７００万円以上の財産を取得する場合は、議会の議決

に付さなければならないことから提案するものであります。

議案の内容は、議案の中の表で示しておりますとおり、取得財産はマイクロスクールバスであり

ます。

去る５月３０日、指名業者４社で入札を執行したところ、１,０７７万７,１０５円で落札され、



- 20 -

取得の相手方は、山越郡長万部町字平里１３番地２、有限会社井下兄弟自動車、代表取締役井下

栄であります。納入期限は令和８年３月２３日までであり、落札率は９２.８０パーセントであり

ます。

本車両は、スクールバスとして町内の児童生徒の登下校や行事の送迎に使用するもので、現行車

両の老朽化に伴い更新するものであります。

車両の概要は、マイクロスクールバス、２輪駆動６速オートマチック車、寒冷地仕様、ディーゼ

ルエンジン排気量２,９９８ｃｃ、乗車定員２９名、全長６.９９メートル、全幅２.０１メートル、

車両総重量５.５トンであります。

以上がただいま上程されました、議案第９号財産の取得についての内容であります。よろしくご

審議のほどお願い申し上げます。

○議長（柏倉恵里子） これより質疑を行います。質疑ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

これをもって質疑を終わります。

討論ありますか。

〔「なし」の声あり〕

討論を終わります。

これより直ちに本案を採決いたします。

お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

◎議案第１０号 財産の取得について（学習者用コンピュータ）

○議長（柏倉恵里子） 日程第１３、議案第１０号財産の取得について（学習者用コンピュータ）

の件を議題といたします。説明員に提案理由の説明を求めます。

神野学校教育課長。

○学校教育課長（神野隆之） ただいま上程されました、議案第１０号財産の取得について、提案

理由と内容をご説明いたします。

提案理由は、地方自治法第９６条第１項第８号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得ま

たは処分に関する条例第３条の規定により、７００万円以上の財産を取得する場合は、議会の議決

に付さなければならないことから、提案するものであります。

議案の内容は、議案の中の表で示しておりますとおり、取得財産は学習者用コンピュータであり

ます。

去る３月１８日、北海道教育委員会による共同調達により入札を実施したところ、取得金額と取

得の相手方が決定され、取得金額は１,６５８万４,４８０円、取得の相手方は、札幌市中央区大通

西１４丁目７番地、東日本電信電話株式会社、執行役員北海道事業部長島津泰であります。納入期

限は、令和８年３月３１日までであります。

内容につきましては、令和２年度導入の国のＧＩＧＡスクール構想に基づく学習者用コンピュー

タが、耐用年数の経過により更新が必要になったことから、北海道が実施した共同調達事業に参加
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し、北海道公立学校情報機器整備事業費補助金を活用し更新を行うものであります。取得財産の概

要は、コンバーチブル型クロームブック、台数は２８８台であります。

以上がただいま上程されました、議案第１０号財産の取得についての内容であります。よろしく

ご審議のほどお願い申し上げます。

○議長（柏倉恵里子） これより質疑を行います。質疑ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

これをもって質疑を終わります。

討論ありますか。

〔「なし」の声あり〕

討論を終わります。

これより直ちに本案を採決いたします。

お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

◎議案第１１号 令和７年度長万部町一般会計補正予算（第３号）

○議長（柏倉恵里子） 日程第１４、議案第１１号令和７年度長万部町一般会計補正予算（第３号）

の件を議題といたします。説明員に提案理由の説明を求めます。

佐藤総務課長。

○総務課長（佐藤久） ただいま上程されました、議案第１１号令和７年度長万部町一般会計補正

予算（第３号）について、その内容をご説明いたします。

今回の補正額は、歳入歳出にそれぞれ６,５９４万２,０００円を追加し、補正後の予算総額を６

７億５９３万８,０００円とするものであります。内容は、補正予算書に添付しております概要に

より、歳出からご説明いたします。

総務費は、２３万円の追加であります。企画費、負担金・補助及び交付金２２万５,０００円の

追加は生活交通通学定期運賃補助で、檜山北高校への通学定期補助。参議院議員選挙費は、報酬が

６万３,０００円の減額で、内訳は、報酬額の改定に伴う管理者・立会人報酬７万７,０００円の追

加。執行体制の見直しによる一般事務員報酬１４万円の減額。職員手当等６万８,０００円の追加

は、時間外勤務手当で、歳入では、１４国庫支出金、総務費国庫委託金、参議院議員選挙で、歳出

同額の５,０００円を追加いたしました。

民生費２,４７５万１,０００円の追加は、定額減税補足給付金給付事業費で、令和６年度実施の

所得税及び個人住民税定額減税対象者に対し、減税不足分を給付するための、給付金事業に係る関

連予算の計上であります。需用費５万１,０００円の追加は、消耗品費１万円、印刷費４万１,００

０円。役務費２９万円の追加は、通信費２０万３,０００円、口座振込手数料８万７,０００円。委

託料３４１万円の追加は、定額減税補足給付金システム導入委託。負担金・補助及び交付金２,１

００万円の追加は、定額減税補足給付金で、歳入では、１４国庫支出金、民生費国庫補助金、定額

減税補足給付金給付事業で、歳出同額の２,４７５万１,０００円を計上いたしました。

農林水産業費５００万円の追加は、畜産振興費の備品購入費で、生産者の持続的な畜産経営の繁
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殖基盤確立を目的とした、 町 有 貸 付 牛 繁 殖 素 牛の購入費であります。
ちようゆうかしつけぎゆうはんしよくもとうし

土木費は、６４１万１,０００円の追加であります。道路橋梁総務費、委託料８８万円の追加は、

町道静狩海岸線の測量調査設計委託。道路橋梁維持費、工事請負費７２２万円の追加は、湯ノ沢橋

修繕工事の積算における施工方法変更などによる増額分。備品購入費６１７万７,０００円の減額

は、除雪ダンプトラックの入札執行残で、歳入では、１４国庫支出金、土木費国庫補助金、除雪機

械導入で３,４７８万円の減額。２０町債、土木債、除雪機械導入債で２,５９０万円を追加いたし

ました。

都市計画総務費は、委託料が３６１万２,０００円の減額で、内訳は、土地区画整理事業の本格

稼働に伴い、中心市街地の商業機能確保を検討するための、新幹線駅周辺施設整備計画業務委託３

００万円の追加、特別会計設置に伴い予算を移行する、土地区画整理事業業務委託６６１万２,０

００円の減額。繰出金５６０万円の追加は、新たに設置した土地区画整理事業特別会計への繰出金

で、歳入では、１４国庫支出金、土木費国庫補助金、都市構造再編集中支援事業で４,７０７万１,

０００円の減額。１８繰入金、北海道新幹線建設関連補償事業基金繰入金で３００万円。２０町債、

土木債、道路整備債で４,７００万円を追加いたしました。

住宅管理費、需用費２５０万円の追加は住宅修理費で、不良箇所の修理や高額な修理が発生した

ことに伴う不足分の計上であります。

消防費６８万９,０００円の追加は常備消防費で、旅費３４万３,０００円の追加は、気管挿管病

院実習に伴う研修旅費。負担金・補助及び交付金３４万６,０００円の追加は、救急救命士研修負

担金２０万円、北海道消防学校受講料１４万６,０００円であります。

教育費は、２,８８６万１,０００円の追加であります。事務局費、委託料２,５２０万円の追加

は、学校給食の提供方法変更に伴う学校給食業務委託。保健体育総務費、負担金・補助及び交付金

５８万１,０００円の追加は、長万部ソウルズの全道少年軟式野球大会出場に伴う、各種スポーツ

大会参加補助。海洋センター施設費、工事請負費３０８万円の追加は、経年劣化に伴う電気配線改

修工事であります。

次に、歳入についてご説明いたします。ただいま歳出でご説明した分は省略させていただきます。

１８繰入金、財政調整基金繰入金４,７１１万７,０００円の追加は、今回の補正で不足する財源

を当基金から取り崩し、収支の均衡を図るもので、この基金取崩し後の当基金残高見込額は、４億

８,４１７万円となります。

１９諸収入、雑入、お試し住宅利用料２万円は、お試し移住事業の開始による計上。２０町債、

民生債、高齢者等交通移動手段確保対策事業債４６０万円の減額、乳幼児等医療費助成事業債７０

０万円の追加。衛生債、地域医療対策債２００万円の減額。教育債、高等学校教育環境整備債４０

万円の減額は、過疎対策事業債ソフト分の事業調整に伴うものであります。

次に、補正予算書の４頁をご覧ください。第２表の地方債補正は、追加と変更であります。

上段の追加は、起債の目的・乳幼児等医療費助成、限度額７００万円で、起債の方法、利率、償

還の方法については記載のとおりであります。

下段の変更は、起債の目的・高齢者等交通移動手段確保対策から高等学校教育環境整備までの５

項目で、変更前の総額１億４,９６０万円を、変更後の総額２億１,５５０万円に、６,５９０万円

追加し、この表のとおり変更したいというものであります。

以上がただいま上程されました、令和７年度長万部町一般会計補正予算（第３号）の内容であり



- 23 -

ます。よろしくご審議のほど、お願いいたします。

○議長（柏倉恵里子） これより質疑を行います。質疑は歳出より行います。はじめに総務費、７

頁です。ありませんか。

長﨑議員。

○議員（７番 長﨑厚） 今の企画費の中の定期代、これ人数と、それから補助の１人分の金額と、

定期代として総額でいくらになるのか、１人分で。

○議長（柏倉恵里子） 小山内まちづくり推進課長。

○まちづくり推進課長（小山内敏洋） ただいまのご質問なんですが、対象の生徒は１名で、定期

額については、約２分の１を補助しておりますので、総額で約、年額で４５万程度と見込んでおり

ます。以上です。

○議長（柏倉恵里子） ほかにありませんか。

〔「なし」の声あり〕

次に民生費、７頁です。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

次に農林水産業費、８頁です。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

次に土木費、８頁です。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

次に消防費、９頁です。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

次に教育費、９頁です。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

以上で歳出を終わります。

続いて歳入を行います。はじめに国庫支出金、５頁です。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

次に繰入金、５頁です。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

次に諸収入、６頁です。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

次に町債、６頁です。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

以上で歳入を終わります。

次に４頁をご覧ください。第２表地方債補正を行います。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

これをもって質疑を終わります。

討論ありますか。

〔「なし」の声あり〕

討論を終わります。

これより直ちに本案を採決いたします。

お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
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〔「異議なし」の声あり〕

ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

◎議案第１２号 令和７年度長万部町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

○議長（柏倉恵里子） 日程第１５、議案第１２号令和７年度長万部町後期高齢者医療特別会計補

正予算（第１号）の件を議題といたします。説明員に提案理由の説明を求めます。

増田町民課長。

○町民課長（増田理恵） ただいま上程されました、議案第１２号令和７年度長万部町後期高齢者

医療特別会計補正予算（第１号）の提案内容についてご説明いたします。

今回の補正は、歳入歳出にそれぞれ１７０万３,０００円を追加し、補正後の予算総額を１億２,

０１９万３,０００円とするものであります。補正予算の内容につきましては、補正予算書に添付

しております概要によりご説明いたします。

はじめに、歳出からご説明いたします。総務費、徴収費、委託料１７０万３,０００円の追加は、

「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」の公布により、子ども・子育て支援金制度が創

設され、医療保険者が被保険者等から徴収する保険料に、子ども・子育て支援金を含めることとさ

れたことによる、後期高齢者医療システムの改修費であります。

次に、歳入についてご説明いたします。国庫支出金、調整交付金１７０万３,０００円の追加は、

歳出の徴収費、委託料に係る国庫補助金の計上であります。

以上が、議案第１２号令和７年度長万部町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）の提案内

容であります。よろしくご審議のほどお願いいたします。

○議長（柏倉恵里子） これより質疑を行います。質疑は歳入歳出を一括して行います。３頁です。

ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

これをもって質疑を終わります。

討論ありますか。

〔「なし」の声あり〕

討論を終わります。

これより直ちに本案を採決いたします。

お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

◎議案第１３号 令和７年度長万部町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）

○議長（柏倉恵里子） 日程第１６、議案第１３号令和７年度長万部町国民健康保険特別会計補正

予算（第１号）の件を議題といたします。説明員に提案理由の説明を求めます。

増田町民課長。

○町民課長（増田理恵） ただいま上程されました、議案第１３号令和７年度長万部町国民健康保

険特別会計補正予算（第１号）の提案内容についてご説明いたします。
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今回の補正は、歳入歳出にそれぞれ４３７万６,０００円を追加し、補正後の予算総額を７億１,

２９３万６,０００円とするものであります。補正予算の内容につきましては、補正予算書に添付

しております概要によりご説明いたします。

はじめに、歳出からご説明いたします。総務費は、４３７万６,０００円の追加であります。一

般管理費の需用費５万円の追加は、マイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴う周知チラシの

印刷費。委託料４３２万６,０００円の追加は、「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」

の公布により、子ども・子育て支援金制度が創設され、医療保険者が被保険者等から徴収する保険

料に、子ども・子育て支援金を含めることとされたことによる、国民健康保険システムの改修費で

あります。

次に、歳入についてご説明いたします。国庫支出金、調整交付金４３２万円６,０００円の追加

は、歳出の一般管理費、委託料に係るもの。番号制度システム整備費補助金５万円は、一般管理費、

需用費に係る国庫補助金の計上であります。

以上が、議案第１３号令和７年度長万部町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）の提案内容

であります。よろしくご審議のほどお願いいたします。

○議長（柏倉恵里子） これより質疑を行います。質疑は歳入歳出を一括して行います。３頁です。

ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

これをもって質疑を終わります。

討論ありますか。

〔「なし」の声あり〕

討論を終わります。

これより直ちに本案を採決いたします。

お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

◎議案第１４号 令和７年度長万部町土地区画整理事業特別会計補正予算（第１号）

○議長（柏倉恵里子） 日程第１７、議案第１４号令和７年度長万部町土地区画整理事業特別会計

補正予算（第１号）の件を議題といたします。説明員に提案理由の説明を求めます。

岸上新幹線推進課長。

○新幹線推進課長（岸上尚生） ただいま上程されました、議案第１４号令和７年度土地区画整理

事業特別会計（第１号）補正につきまして、提案理由と内容をご説明いたします。

今回の補正は、土地区画整理事業特別会計が７月１日から施行することに伴い、事業執行のため

に必要な経費を新たに計上、また一部一般会計から特別会計に移行するものであり、今回の補正は、

歳入・歳出の総額を、それぞれ４,１６５万円と定めるものであります。内容は、補正予算書に添

付しております概要により、歳出からご説明いたします。

１総務費、一般管理費、報酬２２万３,０００円は、土地区画整理審議会委員１５万９,０００円、

選挙管理者２万４,０００円、選挙立会人４万円。旅費１６万９,０００円は、土地区画整理審議会
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委員の費用弁償６万３,０００円、普通旅費１０万６,０００円。需用費１万４,０００円は、図書

購入等に係る費用を計上しております。委託料５６８万６,０００円は、一般会計から移行する土

地区画整理事業施工者支援業務に係る費用で、歳入では、３繰入金、一般会計繰入金５６０万円を

計上しております。

２事業費、土地区画整理事業費、委託料２,１１０万円は、換地設計業務委託１,０５０万円と、

補償調査業務委託１,０６０万円で、この業務に対応する歳入として、１国庫支出金、土地区画整

理事業補助金、土地区画整理事業で１１７万９,０００円を計上しております。公有財産購入費１,

４３０万円は、公共施設充当用地の先行取得費を計上しております。また、これに対する歳入とし

て、２道支出金、土地区画整理事業負担金、土地区画整理事業１,４１６万９,０００円を計上して

おります。

３公債費、利子、償還金・利子及び割引料５万８,０００円については、一時借入金利子。また、

４予備費は１０万円を計上しております。

歳入については、説明済みのもの以外では、４諸収入２,０００円で、内訳は預金利子１,０００

円、雑入１,０００円。５町債２,０７０万円は、土地区画整理事業債を計上しております。

補正予算書の３頁をご覧ください。地方債につきまして、起債の目的、土地区画整理事業といた

しまして限度額は２,０７０万円。起債の方法、利率、償還の方法については記載のとおりでござ

います。

以上が、令和７年度土地区画整理事業特別会計（第１号）補正の提案内容でございます。よろし

くご審議のほどお願いいたします。

○議長（柏倉恵里子） これより質疑を行います。質疑は歳出より行います。

はじめに総務費、７頁です。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

次に事業費、７頁です。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

次に公債費、７頁です。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

次に予備費、７頁です。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

以上で歳出を終わります。

続いて歳入を行います。はじめに国庫支出金、５頁です。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

次に道支出金、５頁です。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

次に繰入金、５頁です。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

次に諸収入、５頁です。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

次に町債、６頁です。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

以上で歳入を終わります。
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次に３頁をご覧ください。第２表地方債を行います。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

次に１頁をご覧ください。第３条一時借入金を行います。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

これをもって質疑を終わります。

討論ありますか。

〔「なし」の声あり〕

討論を終わります。

これより直ちに本案を採決いたします。

お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

◎議案第１５号 令和７年度長万部町ガス事業会計補正予算（第１号）

○議長（柏倉恵里子） 日程第１８、議案第１５号令和７年度長万部町ガス事業会計補正予算（第

１号）の件を議題といたします。説明員に提案理由の説明を求めます。

田中水道ガス課長。

○水道ガス課長（田中俊和） ただいま上程されました、議案第１５号令和７年度長万部町ガス事

業会計補正予算（第１号）の内容についてご説明いたします。

補正予算の内容につきましては、補正予算書に添付しております概要によりご説明いたします。

今回の補正は、職員の異動等に伴う人件費の整理で、予算第３条に定めた収益的収入及び支出の

うち、支出のガス事業費から７８９万２,０００円を減額し、補正後の支出予定額を１億３,７７２

万３,０００円に改めるものでございます。

内訳では、製造費で、給料７万１,０００円の追加、手当６万１,０００円の減額、賞与引当金繰

入額４万１,０００円の追加、法定福利費５万９,０００円の減額、退職給付費１万１,０００円の

追加でございます。

続きまして供給販売費は、給料３４２万８,０００円の減額、手当１８９万９,０００円の減額、

賞与引当金繰入額８３万８,０００円の減額、法定福利費１２３万３,０００円の減額、退職給付費

４９万７,０００円の減額でございます。

次に、補正予算書の１頁をご覧ください。第２条の収益的収入及び支出は、概要で説明いたしま

したので省略いたします。

第３条は、議会の議決を経なければ流用することのできない経費で、この経費は職員給与費の合

計で、今回の補正に伴い、予算第７条中、「４,１３８万８,０００円」を「３,３４９万６,０００

円」に改めるものでございます。

以上が、令和７年度長万部町ガス事業会計補正予算（第１号）の内容でございます。よろしくご

審議のほどお願いいたします。

○議長（柏倉恵里子） これより質疑を行います。はじめに収益的支出、３頁です。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕
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次に、１頁をご覧ください。第３条議会の議決を経なければ流用することのできない経費です。

ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

これをもって質疑を終わります。

討論ありますか。

〔「なし」の声あり〕

討論を終わります。

これより直ちに本案を採決いたします。

お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

◎議案第１６号 令和７年度長万部町公共下水道事業会計補正予算（第１号）

○議長（柏倉恵里子） 日程第１９、議案第１６号令和７年度長万部町公共下水道事業会計補正予

算（第１号）の件を議題といたします。説明員に提案理由の説明を求めます。

田中水道ガス課長。

○水道ガス課長（田中俊和） ただいま上程されました、議案第１６号令和７年度長万部町下水道

事業会計補正予算（第１号）の内容についてご説明いたします。

補正予算の内容につきましては、補正予算書に添付しております概要によりご説明いたします。

今回の補正は、収益的収入及び支出の補正でございます。予算第３条に定めた収益的収入及び支

出のうち、支出の下水道事業費に８,３２４万円を追加し、補正後の支出予定額を４億９,０６９万

６,０００円に改めるものでございます。

内訳では、管渠費の委託料５,５００万円の追加は、新幹線建設工事に伴う大町・本町地区の雨

水排水管路検討業務に係る費用でございます。

続きまして、終末処理場費の委託料２,２００万円の追加は、終末処理場地下貯槽の汚泥清掃費

用でございます。

続きまして総係費では、給料１５０万６,０００円の追加、手当３７１万１,０００円の追加、賞

与引当金繰入額４９万９,０００円の追加、法定福利費３２万円の追加、退職給付金２０万４,００

０円の追加は、職員の異動等に伴い人件費を整理するものでございます。

続きまして収入は、下水道事業収益に６,０５０万円を追加し、補正後の収入予定額を４億２,３

０７万１,０００円に改めるものでございます。

内訳では、受託事業収益のその他受託事業収益６,０５０万円の追加は、先ほど支出予算でご説

明いたしました、管渠費の支出費用にかかる鉄道・運輸機構からの新幹線建設工事関連負担金でご

ざいます。

次に、補正予算書の１頁をご覧ください。第２条の収益的収入及び支出は、概要で説明いたしま

したので省略いたします。

第３条は、議会の議決を経なければ流用することのできない経費で、この経費は職員給与費の合

計で、今回の補正に伴い、予算第８条中、「３,５７８万５,０００円」を「４,２０２万５,０００
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円」に改めるものでございます。

以上が、令和７年度長万部町下水道事業会計補正予算（第１号）の内容でございます。よろしく

ご審議のほどお願いいたします。

○議長（柏倉恵里子） これより質疑を行います。はじめに収益的収入及び支出を行います。３頁

です。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

次に、１頁をご覧ください。第３条議会の議決を経なければ流用することのできない経費です。

ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

これをもって質疑を終わります。

討論ありますか。

〔「なし」の声あり〕

討論を終わります。

これより直ちに本案を採決いたします。

お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

◎休会の決定

○議長（柏倉恵里子） 以上で本日の日程は全部終了いたしました。

お諮りいたします。議事の都合により６月１８日と１９日の２日間を休会としたいと思いますが、

これにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

ご異議なしと認めます。よって６月１８日と１９日の２日間を休会とすることに決定いたしまし

た。

なお、本会議は６月２０日午前１０時から再開いたしますのでご承知おき願いします。

◎散会宣告

○議長（柏倉恵里子） 本日はこれにて散会いたします。どうもお疲れ様でした。

１２時００分 散会


